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【全国公共図書館協議会研究集会講演記録】  
テーマ 望ましい基準から見るこれからの図書館像  
講 師 筑波大学 名誉教授 薬袋

み な い

 秀樹 

 
平成26年6月27日（金）に開催された全国公共図書館協議会研究集会の講演記録を別冊と

してまとめました。 

今回は、現在の公立図書館の置かれた状況を受けて、「望ましい基準」の解説と、それを

利用した事業の進め方等、公立図書館が取組むべき課題と運営方針設計について御講演い

ただきました。 

なお、この講演記録は実際の講演内容を再構成したものです。配付資料とあわせてお読

みください。 
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はじめに 

 本日は、「望ましい基準から見るこれから

の図書館像」についてお話ししますが、望ま

しい基準の解説に重点を置いていることをお

断りしておきます。 

 ２部に分け、第１部が「基準の意義と活用

方法」、第２部が「基準の解説」です。第1部

で、基準の背景、意義（５つのポイント）、活

用方法を解説し、第２部で基準の解説を行い、

その４で「基準から見るこれからの図書館像」

についてお話しします。なお、私立図書館に

関する事項については省略させていただきま

す。 

話の内容には、文科省や協力者会議の資料

などの客観的な内容を含みますが、解釈は筆

者の個人的見解です。特に、第1部と第2部の4

は個人的見解です。 

 2008年６月に図書館法が改正され、第７条

の２で、公立図書館と私立図書館を対象とす

る「図書館の設置及び運営上の望ましい基準」
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を制定することが定められました。その結果、

これまでの「公立図書館の設置及び運営上の

望ましい基準」を廃止し、「図書館の設置及び

運営上の望ましい基準」を制定することにな

りました。これは、事実上、「公立図書館の設

置及び運営上の望ましい基準」を改定するこ

とに当たります。 

 2009年７月、これからの図書館の在り方検

討協力者会議（主査：薬袋秀樹筑波大学教授、

副主査：糸賀雅児慶応大学教授）１）（以下、

「協力者会議」といいます）が設置されまし

た。これまで、『これからの図書館像』、研修

のあり方、履修科目について検討してきまし

たが、その総まとめとして、「図書館の設置及

び運営上の望ましい基準」について検討する

ことになりました。 

 検討の結果、2012年8月に報告書「図書館の

設置及び運営上の望ましい基準の見直しにつ

いて」（以下、「協力者会議報告書」といいま

す）を発表し、文部科学省（以下、文科省と

いいます）は、それをもとにパブリックコメ

ントを行い、最終的に、2012年12月に、「図書

館の設置及び運営上の望ましい基準」を大臣

告示しました。告示までの間に、政権交代や

様々なことがあり、3年6か月という大変長い

時間がかかりました。基準は、報告と異なり、

法規担当者による文言のチェックが行われる

ため、報告よりもはるかに長い時間と大きな

労力がかかります。 

 以下では、古い基準を「2001基準」、新しい

基準を「2012基準」または、単に「基準」と

呼びます。 

 

第１部 基準の意義と活用方法 

１．基準の背景 

1.1 基準に関する行政の評価 

「公立図書館の設置及び運営上の望ましい

基準」に関する議論では、しばしば文部科学

行政の怠慢が指摘されてきました。本当にそ

うなのでしょうか。「望ましい基準」の歴史に

ついては、学術的な研究は行われていません。

例えば、1972年から73年にかけて基準案が作

成されましたが、最終的に公示されませんで

した。その理由は、社会教育審議会の総会で

反対意見が出たことです。反対の内容は、数

値目標が高すぎるというものでした。例えば、

町村立図書館職員については、司書・司書補

４人以上、事務職おおむね２人以上、合計６

人以上を置くものとするという規定になって

います。 

 私もこれは高すぎると思いますので、反対

意見が妥当である可能性があります。若い頃、

この時期の基準について勉強したのですが、

当時から、この数値に対して疑問を持ってい

ました。 

 この基準が制定されなかったことにはそれ

なりの理由があり、制定されなかったという

結果だけを取り上げて、あれも制定されなか

った、これも制定されなかったという形で、

文科省の責任を指摘するのは不適切ではない

かと考えています。 

 次に、2001基準と2012基準には、数値目標

が含まれていません。その理由は次の二点で

す。一つは、2001基準で、数値目標は各図書

館が各自治体の事情を踏まえて設定すべきで

あるという考え方が導入され、その後、定着

しています。これは、各自治体の課題と財政

事情が異なるためです。他の一つは、内閣の

地方分権政策として、社会教育施設の「望ま

しい基準」には数値目標を含めないという方

針があるためです。 

 日本図書館協会（以下、「日図協」といいま

す）は、文科省に数値目標を加えるように何

回も要望していますが、数値目標を含めると、

基準の告示は不可能になります。数値目標を

加えた場合は告示できません。協力者会議も

数値目標を加える考え方は採用していません

ので、ご理解いただきたいと思います。 

1.2 文部科学省の図書館行政のサイクル 

 2012基準には、2001年以降の図書館行政の1
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つのサイクルの仕上げの意味があります。文

科省の公立図書館行政の特徴は、長期的視野

に基づいて、着実に検討して政策を進める姿

勢にあります。 

 文科省の積極的な公立図書館行政の出発点

は、1988年の社会教育審議会中間報告「新し

い時代（生涯学習・高度情報化の時代）に向

けての公共図書館の在り方について」です。

私が40代の時で、大変懐かしいのですが、こ

れが、現在まで続く積極的な図書館行政の出

発点だったと思います。 

 第一のサイクルは、この報告の後、様々な

取り組みがあり、1997年に司書科目が改正さ

れ、それを受けて、2001年に基準が初めて大

臣告示されるまで続きます。 

 この時期のキーワードは、生涯学習と情報

化で、当時は、生涯学習が新鮮でした。情報

化も先駆けの頃です。これには、前後を含め

て、約15年を要しています。 

 第２のサイクルは、そのすぐ後に、子ども

の読書活動を振興する法律その他が制定され、

『これからの図書館像』の発表、図書館法の

改正、履修科目の制定があり、最終的に2012

基準の告示まで続きます。 

 キーワードは、読書振興、課題解決支援、

インターネット、図書館経営です。表現は似

ていますが、内容は変わっています。これに

は約12年を要しています。 

大体、このようなサイクルで展開している

と思います。 

 文科省の政策の特徴は、このように、最初

に図書館はこうあるべきだというビジョンを

打ち出していることです。図書館関係者は、

図書館のビジョンは既に明らかになっている

とよく言いますが、時代が変わりますので、

新しいビジョンが必要になります。新しいビ

ジョンが、その後、展開されていくのだと考

えていただければと思います。 

1.3 主な規定・報告等 

 今回、基準案を策定するに当たって、基準

に盛り込むことを目指した主な規定や報告は

次のとおりです。 

 

・図書館法（1950） 

・地域電子図書館構想検討協力者会議「2005

年の図書館像」（2000） 

・公立図書館の設置及び運営上の望ましい基

準（2001） 

・子どもの読書活動の推進に関する法律

（2001） 

・文字・活字文化振興法（2005） 

・協力者会議「これからの図書館像～地域を

支える情報拠点をめざして～（報告）」

（2006） 

・図書館法改正（2008） 

・衆議院文部科学委員会、参議院文教科学委

員会「社会教育法等の一部を改正する法律

案に対する附帯決議」（2008）（人材確保の

在り方、学習成果の活用、自己評価の視点

など） 

・協力者会議「図書館職員の研修の充実方策

について（報告）」（2008） 

・協力者会議「司書資格取得のために大学に

おいて履修すべき図書館に関する科目の在

り方について（報告）」（2009） 

 

 したがって、これらの規定や報告の内容を

理解していないと、基準は理解できません。

これを理解するための便利な資料があります

（末尾の「参考文献」の項目を参照してくだ

さい）。 

上記の中で注目したいのは、2番目の地域電

子図書館構想検討協力者会議「2005年の図書

館像」です。これは、約15年前のものですが、

糸賀雅児氏が主査で、デジタル情報の活用が

テーマです。これを現在の観点から見直すこ

とができるのではないかと考えています。後

で読んでいただければと思います。 
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２．基準の意義：５つのポイント 

 2012基準の最大の意義は、2001基準以降の

社会の動向への対応、読書振興や公共図書館

に関する法律・報告等の内容が包括され、バ

ランスよく簡潔にまとめられていることです。 

これによって、公立図書館のあるべき姿が

基準として整理され、図書館以外の方にも理

解しやすくなりました。「ユネスコ公共図書

館宣言」や「図書館法」『これからの図書館像』

と一緒に活用することができます。 

基準の意義として、次の５つが考えられま

す。 

☆ポイント１：課題解決支援サービスが必要

（可能）であることを明確に示したこと 

「地域の課題に対応したサービス」の項目

が設けられました。図書館が地域社会に貢献

するには、従来のサービスを提供するだけで

なく、課題解決支援を行う必要があります。

また、この規定を手がかりとして、図書館は

地域の様々な課題の解決に役立つことを具体

的な事例で示すことができます。そこで、今

回、「必要（可能）」と表現してみました。 

特に、『これからの図書館像』の要点が基準

として定められた意義が大きいと思います。 

それ以前は、課題解決支援については、『これ

からの図書館像』を読んでもらう必要があり

ました。しかし、この基準によって、要点を

理解しやすくなりました。 

ただし、それを示すには説明資料が必要で

す。その図書館で、課題解決支援に関するサ

ービスを全部実施していれば、よいのですが、

していない場合、例えば、「図書館は法律の分

野の役に立つのですか」と聞かれた時、「この

図書館でこういう事例があって、こういう効

果が上がっています」という事例の紹介がで

きると、よいと思います。 

 言うまでもないことですが、公立図書館は

課題解決支援サービスだけを行うのではあり

ません。貸出サービスによる読書支援と並行

して行います。 

 課題解決支援というと、貸出をないがしろ

にしている、貸出はしなくてよいのかと言わ

れる方がいますが、そうではなく、貸出サー

ビスの観点からは、課題解決に役立つ図書、

図書館では実用書と呼んできましたが、その

ような種類の本を沢山収集して貸出すことが

できます。 

 貸出サービスは、医療や介護や法律やビジ

ネスなどの分野の本を沢山収集してどんどん

借りてもらう、貸出を増やそうという形で推

進することができます。 

☆ポイント２：図書館のサービス・運営の具

体的な在り方を示したこと 

この基準は図書館が行うべきサービスや運

営のチェックリストとして用いることができ

ます。ただし、これも、関係資料で具体的な

内容や方法を学んでいただかないと、基準だ

け読んでわかるというものではありません。 

 ここでも念を押しておきたいと思いますが、

図書館サービスの基礎は、貸出サービスや予

約サービスです。このことは、『これからの図

書館像』でも何度も論じています。 

 ただし、これからインターネットがさらに

普及し、人口が減少すると、今後の社会の変

化を予測した対応が必要です。個人的には、

情報活用能力の学習がこれから重要になって

くると思います。この項目は2001基準から設

けられています。 

☆ポイント３：図書館経営の方法を示したこ

 と 

文科省の答申や報告では、これまで図書館

サービスについては詳しく論じられています

が、経営についてはほとんど論じられていま

せんでした。それが、『これからの図書館像』

で論じられて、2012基準で一応完成したと思

います。 

図書館経営の中心は、公立図書館による自

己点検、自己評価です。従来は、「指標」と「数

値目標」を定めることを求めていたのですが、

それだけでは十分でないため、「基本的運営
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方針」「当該事業年度の事業計画」を加えまし

た。指標や目標を定めるだけでなく、図書館

は何のためにあるのかを検討して、文章化し

ていただきたいと思います。 

個人的には、都道府県教育委員会に、市町

村立図書館の自己点検評価を奨励していただ

きたいと思います。その実施状況を調査して

いただけると、ありがたいです。 

 図書館経営には図書館に関する専門知識が

必要になりますので、図書館間の情報交換や

経験交流も必要になります。 

☆ポイント４：目標基準例を示したこと 

目標には数値目標と質的目標がありますが、

数値目標の設定方法と目標基準例は、基準そ

のものには含まれていません。協力者会議報

告書の「参考資料」の2に示されています。協

力者会議報告書を見ていただかないと、見落

とされてしまうので、注意していただきたい

と思います。 

 これは、人口当たり貸出冊数の上位10％の

市町村の平均で、上位５％の数値になります。

これによって高い目標基準例を示すことがで

きました。この考え方が2001基準以来採用さ

れています。これをもとに、数値目標を定め

て自己評価に用いることが期待されています。 

 今後、目標基準例がどのように活用されて

いるのかを調べる必要があると思います。レ

ファレンスサービスや障害サービスや学校支

援などのように、統計数値のない項目につい

ては、目標基準例を調査・探索していくこと

が必要になります。 

 『日本の図書館』のような定型的な統計デ

ータではなくても、いろいろな形で刊行され

た調査報告等を調べると、目標になるものが

あると思います。『日本の図書館』だけに頼る

のでは不十分です。その点のフォローアップ

が必要ではないかと考えています。 

☆ポイント５：必要な図書館予算を確保する

のは誰か？市町村か、都道府県か、国か？ 

この基準に関連して、図書館法にはこの基

準を実現するための規定がないという意見が

あります。改めて図書館法の解説書を読んで

みますと、結論として、図書館予算を確保す

るのは、最終的には未利用者を含む住民であ

る、住民の支持が必要だと述べています。 

 そうなると、図書館関係者は住民に対して、

さらには議会、行政関係者に対して、読書や

情報、図書館の意義や利用方法について、あ

らゆる手段を駆使して説明する必要がありま

す。これまで、このことが行われてきたのか、

あるいはこれらの人々との対話は行われてき

たのかが問われてくると思います。 

 

３．基準の活用方法 

3.1 基準と努力義務 

この基準は、いわゆる努力義務で、努めな

ければならないものです。しかし、これを実

施することは義務ではなく、数値目標も「参

考資料」にとどまっています。これを歯がゆ

く、物足りなく感じる方も多いと思います。

しかし、公立図書館を包括する社会教育法制

では、戦前の社会教育の反省に基づいて、国

の権限が抑制されているため、やむを得ない

と思います。これまで、国の権限が抑制され

ている点が優れていると評価されてきたので

すから。 

 文部省で図書館法の立案に携わった方が、 

1950年代に書いた文章を紹介したいと思いま

す。「図書館の設置に関する認可制度は全く

廃止されたのであるが、その結果公立図書館

の質を一定線以上に確保するのは、上級監督

庁のなすことではなくて、その地域の住民の

世論による他になくなったわけである」２）。

図書館のレベルを維持するのは、上級監督庁

の仕事ではなく、住民の世論なのです。文部

省の立案担当者が、住民運動で支持を得てく

ださいと述べている点が特徴です。 

経済が上り坂で、予算もどんどん増えて、

行政が拡大傾向にあるときには、図書館予算

も増えます。そうでないときは、この考え方
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に沿って、世論の力で予算を確保する必要が

あります。 

 また、別の方は、「図書館を要望する声が高

く、住民の世論が強いところでは、住民の負

担によって立派な図書館が設置運営されてゆ

くであろう」「新しい図書館の在り方を啓蒙

して、住民が本当に図書館を欲するようにも

ってゆくところから図書館運動が展開される

のが、現状としてはよりよいと言えるかもわ

からない」３）と書いています。 

 これが図書館法の考え方ですから、これに

沿って努力するしかないと思います。 

3.2 地方・民間の役割 

では、どのようにそれを進めるべきでしょ

うか。地方と民間の役割を考えてみたいと思

います。 

（１）企画・政策・法規担当者の確保 

図書館法、文字・活字文化振興法や図書館

の設置及び運営上の望ましい基準、中教審の

答申・報告、協力者会議の報告などがありま

すが、強制力や義務づけのある規定はほとん

どありません。 

 では、どうしたらいいのでしょうか。規定

の根拠を十分明確にして説得力のあるものに

し、関係者の説得に努めることが考えられま

す。社会には図書館サービスを実行した結果

の成功例があります。例えば、ビジネス支援

の成功例や行政支援の成功例と成功したデー

タを整理しておき、それをもとに説得します。 

関係者を説得するには的確な情報が必要で

す。それには、図書館に企画・政策・法規担

当者を置いて、政策・法令資料を収集し、職

員に提供して、学習を進めるとともに、自治

体の企画や財政等の関係部局に提供すること

が必要です。 

 また、実行していく上で、基準や報告の内

容を周知徹底・普及させて、実践のための指

針やマニュアルを作成することが必要です。

例えば、人手と費用をかけずにビジネス支援

を行うにはどうしたらいいか、どういう学校

支援が一番効果的なのか、これらのことを詳

細に研究する必要があります。 

（２）自己点検・評価の実施 

文科省の政策には強制力がないため、地方

公共団体で検討され、実施され、検証され、

その上で徐々に普及して行くものと考えられ

ます。他の図書館の成功事例を参考に取り組

むわけです。したがって、特に自己点検・評

価が必要です。 

他の分野では、国が決めた政策を一律に実

行して、何年か経過してから、あれは失敗だ

ったということがありますが、公立図書館で

は、一つ一つ検証し、成功したことを確認し

てから取り入れることができます。 

私は、この点は図書館行政の長所だと考え

ています。基準や報告が実施の義務を伴わな

い点がかえって優れています。 

むしろ、問題は、成功した事例をどんどん

普及させていくパワーが弱いことにあります。

沢山の事例がありますので、それを発掘して、

どんどん参考にするべきです。 

 各図書館の取り組みの結果を報告し、成果

を確認し、経験を蓄積して教訓化し、課題を

検討し、経験交流や意見交換を行うための機

会が必要です。これには、ウエブ上でプラッ

トフォームを作る必要があると思います。 

 これらは、主として地方公共団体と民間の

役割ですが、これが非常に不十分ではないか

と思います。 

3.3 日本図書館協会の要望と解説 

（１）基準案に対する要望 

 日図協は、文科省に対して、基準案に関す

る要望を何回も出していますが、いくつか疑

問があります。 

まず、全国一律の目標設定を求めています。

自己点検、自己評価の考え方は、基本的には

各図書館による目標の設定だと思いますが、

それとは異なっています。パブリックコメン

トでも、数値目標を加えることを要望してい

ます。例えば、図書館協議会は年６回以上の



 -7-

開催とするという項目を入れることを要望し

ていますが、文科省は受け入れていません。 

 次に、基準をより詳細なものにしようとす

る傾向があります。例えば、「読み聞かせ等」

を、「読み聞かせ、お話、ブックトーク等」に

することを要望しています。基準があまりに

詳細であると、基本的な考え方が埋没してし

まい、かえって使いにくくなります。公民館

や博物館に比べると、今でも、この基準はか

なり長いのです。シンプルで、考え方が明確

に示される方がよいと思います。 

 また、５年おきの改定を求めていますが、

これは非現実的で、効率的ではないと思いま

す。政権交代があったという事情はあります

が、基準の検討に3年以上かかっています。頻

繁に改正するよりは、その労力で新しい報告

を策定する方が効果的です。報告が策定され

れば、政策に反映されます。改正の検討に携

わった人間として、５年おきは近すぎるので

はないかと思います。 

（２）『活用の手引き』の解説と数値目標 

日図協から『図書館の設置及び運営上の望

ましい基準 活用の手引き』（2014）４）が刊

行されています。逐条解説で、大変苦労して

まとめられていると思いますが、2001基準か

らの変化や、日図協のこれまでの意見との変

化や、他の答申との関係等はまだ十分解説さ

れておらず、大まかな説明にとどまっている

という印象があります。基準を深く理解する

には、そのもとになる法律や報告を十分解説

することが必要です。 

 結論としては、各図書館での目標の設定を

受け入れていますが、「しかし、数値目標は盛

り込まれなかった」と述べており、依然とし

て数値目標は盛り込むべきものと考えている

ようです。 

 日図協は、貸出密度が一定程度以上になら

ないと、多様なサービスの展開が困難である

と経験的に捉えていると書かれています。つ

まり、貸出がある程度盛んに行われて初めて

他のサービスが展開できるという考え方で、

これは定説になっています。 

 しかし、その結果として、『日本の図書館』

では、貸出に関わるデータは示されています

が、その他の多様なサービスのデータは示さ

れていません。『活用の手引き』では、評価の

ための指標の例が示されていますが、質的な

評価項目は少なく、課題解決支援サービス等

の評価は難しいと思われます。 

 この問題を解決するために、日図協に「図

書館評価プロジェクト」というプロジェクト

があり、「図書館評価プロジェクト中間報告」

が公開されています。これは優れた取り組み

だと思いますが、その後の活動が見られない

ようです。 

 日図協の取り組みのもとになるのが、2008

年の国会での衆議院、参議院の附帯決議だと

思われます。参議院の附帯決議では「関係団

体による評価指標作成」が期待されています。

これは『活用の手引き』には収録されていな

いようですが、配布資料に掲載しておきまし

たので、後でご覧ください。 

 個人的には、博物館等の評価方法を見ても、

質的評価を含む多面的な経営・運営指標によ

る評価が必要であると思います。 

  

第２部 基準の解説 

１．基準に関する資料 

2012年12月、文科省生涯学習政策局社会教

育課から『図書館の設置及び運営上の望まし

い基準（平成24年文部科学省告示第172号）に

ついて』が刊行されています。これにはほと

んどの資料が収録されていますが、附帯決議

は収録されていません。 

 これには、「図書館の設置及び運営上の望

ましい基準」、「同（改正前・改正後の対照表）」、 

「「図書館の設置及び運営上の望ましい基準」

の告示について（通知）」（以下、「局長通知」

といいます）、協力者会議報告書等を収録して

います。この報告書は、文科省のウェブサイ
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トで公開されていますので、後でご覧くださ

い。その目次を配布資料に示しておきました

ので、参照する際に活用していただければと

思います。 

 

２．基準の考え方 

2.1 協力者会議の考え方 

基準には先に挙げた様々な資料のエッセン

スを取り入れています。このほか、協力者会

議では、次の5つの考え方が確認されました。 

①『これからの図書館像』では、図書館が何

をすべきかを示していますが、今後の社会

の性格については概略を示すにとどまって

います。このため、これからの社会がどう

いう社会かを示す必要があると考えて、今

後の社会の性格を示しました。 

②規定には、主語がない規定がありました。

できるだけ、主語を記載して、実施主体を

示し、教育委員会と図書館の権限を明確に

しました。 

③基準の趣旨をより明確にするために、必要

に応じて規定の文言をより綿密なものとし

ました。強制力がないため、大した違いは

ないと思われるかも知れませんが、実務上

の参考になるような文言にするように努力

しました。 

④独立した項目が設けられていない事項につ

いては、必要に応じて項目を設けました。

全体として、項目にバランスが取れるよう

に配慮しました。 

⑤中心になる「市町村立図書館」の節は、4

項目（1 管理運営、2 図書館資料、3 図

書館サービス、4 職員）に分類して体系的

な構成にしました。前よりわかりやすくな

ったと思います。 

2.2 その他の留意事項 

 協力者会議報告書の「その他の留意事項」

では、次の4点を挙げています。 

①数値基準 

目標基準例を参考に、「各地方公共団体（教

育委員会）で数値目標を設定し、その達成に

努めること」が基本ですが、その後に、「都道

府県が、サービスの地域格差を解消するため

域内の図書館に共通する基準を策定し、その

達成を支援することが望ましい」と述べてい

ます。これは、基準には含まれていません。 

 協力者会議では、できれば取り組んでいた

だきたいと考えています。このような取り組

みを進めている県もあるようですので、これ

についても、今後、調査・研究が行われると

よいと思います。 

②国の役割 

文科省が取り組んでいる事業を挙げてあり

ます。2012基準に対応したサービスを促進す

るための、先進事例の収集・分析にもとづく

成果の普及、基準の定期的見直し、図書館の

在り方や関連施策の提示、図書館長や司書等

を対象とする研修です。 

文科省が取り組んでいる事業の意義をその

都度確認しておかないと、財源が縮小するに

つれて、廃止される可能性があります。わず

か数百万の研修予算でも、財政当局から削減

を求められる可能性があります。今、行われ

ている事業を挙げて、文科省の役割であるこ

とを確認しておく必要があります。 

③国立国会図書館の役割 

国立国会図書館による国内の各種図書館と

の密接な連携・協力の現状、国の知識情報資

源のデジタル化事業と公立図書館との連携な

ど、公立図書館に関わる国立国会図書館の取

り組みとそれに対する期待について述べてい

ます。 

④読書 

読書活動に関する法律制定の状況、地域に

おける読書活動の推進に際しての図書館の重

要な役割と図書館に対する期待について述べ

ています。 

上記の①から④は、日図協の『活動の手引

き』では触れていません。特に①の都道府県

の役割は、できれば取り組んでいいただきた
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いので、ご理解いただければと思います。 

2.3 局長通知 

次の7項目について解説しています。１．私

立図書館、２．電磁的記録、３．運営の基本、

４．著作権等の権利の保護、５．基本的運営

方針及び事業計画、６．運営の状況に関する

点検・評価、７．子どもの読書活動の推進。

最も重要なのは５で、基本的運営方針及び事

業計画に関して、 「広く図書館への関心を高

め、理解を得るよう努める」と述べています。 

 

３．基準の構成と改正点 

3.1 基準の構成 

基準の構成は、「第1 総則」「第2 公立図

書館」「第3 私立図書館」で、図書館法と同

様です。今回、「総則」に設置・運営に関する

最も基本的な考え方を集め、2001基準の「総

則」にあった資料・情報の収集・提供や職員

の資質・能力の向上等は「市町村立図書館」

の節に移しました。 

3.2 基準の改正点 

（１）これからの社会と公立図書館 

①これからの社会の基本的性格 

これからの社会は「知識基盤社会」で、知

識や情報が重要になるため、「知識基盤社会

における知識・情報の重要性」に言及してい

ます。これをもとに、図書館の重要性を導く

こ と が で き ま す 。「 知 識 基 盤 社 会 」

(knowledge-based society)とは、「新しい知

識・情報・技術が、政治・経済・文化をはじ

め社会のあらゆる領域での活動の基盤として

飛躍的に重要性を増す」社会です。この用語

は、中教審答申で2回用いられていますので、

知っておいていただきたいと思います。 

 知識基盤社会は、知識が重要であるという

ことを指摘する上で、効果的な用語です。た

だ、これは、あくまで、現代社会に関する１

つの観点からの概念ですので、「人口減少社

会」等の別の観点からの概念も考えられると

思います。 

②公立図書館の基本的役割 

公立図書館の基本的な役割と利用者や社会

との関係を明らかにしています。「読書活動の

振興を担う機関として、また、地域の情報拠

点として」「利用者及び住民の要望、社会の要

請並びに地域の実情に十分留意し」と述べて

います。地域の情報拠点の役割をもとに、課

題解決支援等が行われます。課題解決支援以

外のサービスが行われなくなるかのような意

見がありますが、それは間違いです。 

（２）司書と図書館長 

司書の確保とその資質・能力の向上を重視

しており、「当該図書館の設置の目的を適切

に達成するため、司書及び司書補の確保並び

に資質・能力の向上に十分留意し」という規

定が設けられています。これはパブリックコ

メントの成果です。この規定が設けられて、

大変よかったと思います。 

図書館長に必要な知識と経験は、従来、「図

書館の管理運営に必要な知識、経験」だった

のですが、「図書館サービスその他の図書館

の運営及び行政に必要な知識・経験」として、

サービスと行政を加えました。これによって、

かなり幅広いものになりました。 

 したがって、司書が図書館長を目指すには、

図書館のことだけを知っていればよいのでは

なく、行政についても勉強する必要がありま

す。司書には、このような要件を身につける

ための努力とそのための機会が必要になると

考えました。図書館や図書館関係団体には、

このための機会を提供することが求められる

と思います。 

（３）図書館サービスの改革 

①地域の課題に対応したサービス 

地域の課題に対応する各種サービスに関す

る規定を設け、見出しは「地域の課題に対応

したサービス」としました。2001基準で既に

「就職等」と「地方公共団体の政策決定等」 

の2つの項目がありましたが、別の章にあり、

１つにまとまっていませんでした。 
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 これを１か所にまとめ、両者の間に、「子育

て、教育、若者の自立支援、健康・医療、福

祉、法律・司法手続等」が加わりました。非

常に多くの項目が挙げられています。これに

よって、地域の課題に対応するサービスが本

格的に位置づけられ、サービスの範囲も広が

りました。 

 なお、2001基準の「地方公共団体の政策決

定や行政事務に必要な資料及び情報」ですが、

行政支援や政策立案支援と呼ばれて、住民の

観点がやや希薄になっています。そこで、「こ

れらに関する理解」を加えて、地域住民のた

めの情報の提供も含むことを明確にしました。 

では、これをどのように活用したら、よい

のでしょうか。私の推測ですが、地方公共団

体の行政職員や議員やＮＰＯの関係者やマス

コミ関係者が図書館に来ると思います。「図

書館は、読書の支援以外に地域の役に立ちま

すか」と聞かれたときに、この「地域の課題

に対応したサービス」の項目を示すことがで

きます。 

これだけ多くの項目が挙げられていると、

これらの人々もどれかには必ず関心があると

思います。この項目の中のどれにも関心がな

い行政職員や議員やマスコミ関係者がいると

は思えません。これらの点で図書館に関心を

持ってもらえるのではないでしょうか。 

 ただし、図書館でそのようなことができる

のかという疑問を持つ人もいると思います。

そこで、第1部2の「ポイント1」でお話しした

ように実践例が必要です。実践例を把握し、

その資料を整理しておいて、すぐ示せるよう

にしておくと、よいと思います。文科省が作

成した事例集５）等も手掛かりになると思いま

す。 

②情報サービス 

電子情報を用いた情報サービスの基本的な

内容ですが、3点挙げてあります。一つは商用

データベースです。インターネットはもちろ

んですが、商用データベースの提供が非常に

大きな役割を果たすことが予想されます。こ

れを利用してもらうには、様々な働きかけが

必要で、導入すれば、すぐ利用してもらえる

わけではありません。 

 次の一つは、テーマ別の資料案内、いわゆ

るパスファインダーで、このような形で資料

や情報を提供することが重要になってきます。 

 最後の一つは、インターネットへのアクセ

スです。インターネットを利用する環境がな

い方、所得は高くても、利用方法を知らない

方、そういう方々が沢山いますので、これも

重要になってきます。 

 2001基準では、レファレンスサービス１項

目で、内容も簡単だったのですが、３項目に

分けて展開しています。 

 関連して、情報リテラシーの学習がありま

す。「利用者及び住民の情報活用能力の向上

を支援するため、必要な学習機会の提供に努

める」ことが定められています。2001基準で

設けられましたが、あまり注目されておらず、

取り組まれていませんが、これから重要にな

ると思います。 

③読書の支援 

乳幼児サービスが新たに定められ、児童サ

ービスを提供する対象が広がりました。保護

者を対象とするサービスも追加されました。

読書の支援の内容が、さらに幅広く定められ

ています。 

（４）図書館経営の改革 

①経営サイクルの確立 

図書館資料の収集方針を含めて、次の5つの

文書を作成・公表するように努める必要があ

ります。 

1「当該図書館の事業の実施等に関する基 

本的な運営の方針」 

2「図書館サービスその他図書館の運営に 

関する適切な指標」 

3「これらに係る目標」 

4「当該事業年度の事業計画」 

5「図書館資料の収集に関する方針」 
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図書館は何のためにあるのか、何をすると

ころなのか、何を目指すのかということをき

ちんと議論していただきたいと思います。 

「基本的な運営の方針」は、「指標」や「目

標」の根拠を明確にするために設けたもので

す。これによって、図書館の運営方針等につ

いて検討する機会が増えるため、地方公共団

体や教育委員会に、図書館の在り方について

理解を求め、地域や住民の意見を反映するこ

とができます。 

②連携・協力 

連携・協力先の範囲を拡大しました。国立

国会図書館、地方公共団体の議会図書室、学

校等です。地方議会図書室は、地域の課題解

決支援に不可欠であると考えました。ただし、

このような特定の種類の図書館名を加えるこ

とは非常に難しく、私も相当頑張りました。

学校関係では、学校図書館だけでなく、学校

を対象に加えました。学校支援のためには学

校全体との連携・協力が必要だからです。 

③危機管理 

『これからの図書館像』に続き、東日本大

震災の教訓を踏まえて、「危機管理」に関する

独立項目を設けました。 

④指定管理 

指定管理者制度等を導入するなど、図書館

の管理を他の者に行わせる際に特に重視すべ

き事項について定め、次の4つの項目を挙げて

います。  
・「当該図書館の事業の継続的かつ安定的な

実施の確保」 

・「事業の水準の維持及び向上」 

・「司書及び司書補の確保並びに資質・能力

の向上等」 

・そのための「当該管理者との緊密な連携」 

これも日図協を中心とするパブリックコメ

ントの成果だと思います。これについては、

『これからの図書館像』では、具体的な評価

基準を作成する必要があると述べて、十数項

目を挙げています。既に多くの機会に参考に

されていますが、さらに活用していただけれ

ばと思います。 

⑤都道府県立図書館による調査研究 

都道府県立図書館による「調査研究」は、 

1992年の基準で定められていますが、これま

で注目されてきませんでした。運営やサービ

スの改善には調査研究が必要であるため、

「都道府県立図書館は、図書館サービスを効

果的・効率的に行うための調査研究に努める

ものとする」ことを定めています。 

地元の大学の司書課程の教員や図書館協議

会委員の図書館専門家と連携して調査研究を

行うことができると思います。 

（質問２の回答を参照してください） 

（５）都道府県立図書館 

 2001基準の「三 都道府県立図書館」に

「（一）運営の基本」があります。ここに、①

から④の4項目がありましたが、2012基準では、

「第一 総則」に移されました。そのため、

「第二 公立図書館」の「二 都道府県立図

書館」の項目が少なくなったという印象があ

るかも知れません。 

 しかし、「第一 総則」に都道府県立図書館

に関する規定が移り、「第二」の「二」の末尾

には、「市町村立図書館に係る基準は、都道府

県立図書館に準用する」という規定がありま

す。 

都道府県立図書館に関して、「第一」と「第

二 二 都道府県立図書館」の規定を合わせ

た資料を作成すれば、全体が理解しやすくな

ると思います。 

図書館法では、都道府県立図書館の独自な

役割はほとんど規定されていません。そのた

め、都道府県立図書館や都道府県の役割を示

すために、「公立図書館の設置及び運営上の

望ましい基準」が必要でした。そのため、以

前から基準の公示が求められてきました。 

 2001基準によって、初めて都道府県立図書

館の基本的な在り方が明らかになり、県内図

書館の連携・協力や相互協力体制の在り方が
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明らかになりました。 

 特に強調しておきたいのは、都道府県内の

図書館への支援、これが重要であることです。

②では、「資料の貸出のための円滑な搬送の

確保に努めるものとする」としました。これ

は県立図書館の基本的なインフラストラクチ

ャです。現在、新たに取り組まれている県も

ありますが、ぜひ県立図書館で搬送システム

の確保に努力していただきたいと思います。 

（質問１の回答を参照してください） 

（６）項目と記述の見直し 

①項目の設置 

これまで、見出し項目がなく、記載が不十

分であった事項について、項目を設け、体系

の整備を図りました。「図書館資料の組織化」

と「貸出サービス等」の項目を設けました。

私は、以前から、基準を改正する機会があっ

たら、「貸出サービス等」の項目を設けたいと

考えていました。 

②記述の見直し 

資料費の確保が必要になっているため、

「充実した図書館サービスを実施する上で必

要となる十分な量の図書館資料を計画的に整

備する」に変更しました。2001基準では、「住

民の要求に応えるため」でした。今回、図書

館サービスの項目で、利用対象別のサービス

だけでなく、地域の課題に対応するサービス

を規定しています。例えば、医療・介護分野

でこういう資料が必要である、ビジネス支援

分野でこういう資料が必要であるという形で、

サービスに連結した形で、資料費の算定や積

み上げができるのではないかと考えています。 

 

４．基準から見るこれからの図書館像 

4.1 公立図書館の基本的な役割 

公立図書館の基本的役割は、読書支援と地

域の課題解決支援の二つです。地域の課題解

決支援をさらに普及させる必要があります。

具体的な事例を示す必要については、2の「ポ

イント１」で述べました。 

4.2 図書館職員の意識改革・能力開発 

職員と経営の問題について、実感したこと

を挙げてみたいと思います。2012基準で定め

られた図書館を運営するには、図書館職員の

意識改革とともに能力開発が必要です。永年、

意識改革を訴えてきたのですが、それでは足

りないようで、能力開発が必要だと思います。 

まず、基本的な姿勢です。図書館職員は、

図書館の中から外を見がちです。そこに限界

があります。司書は、地域の人々や図書館外

の人々に図書館がどう見られているか、これ

を常に想定して行動する必要があります。こ

れは、図書館を外から見ることになります。 

 2013年に『図書館制度・経営論』という教

科書を出版しましたが、次のように書きまし

た。 

 

  これまで、図書館職員には、図書館を主

に図書館の内側から見る傾向があった。し

かし、図書館は社会のニーズに応えて設置

者によって設置され、設置者の組織の一部

となり、設置者の意向に沿って運営される

ものであるから、図書館を取り巻く社会、

図書館の設置者の側から見る必要がある６）。 

 

司書には、このような目で図書館を見てほ

しいと思います。もっぱら図書館の中に目を

向けるのではなく、図書館の外の社会、地域、

行政など、図書館の外部に対する関心を持ち、

知識を深める必要があります。 

そして、住民の生活と仕事、自治体行政の

内容と課題に関心を持つこと、その解決のた

めには、どんな資料や情報が必要かを学習し

て検討することが必要です。特に、住民、地

方公共団体、関連団体、ＮＰＯなどの職員と

交流して、課題解決に必要な資料や情報に関

する情報を確認し、収集することが必要です。 

次に、図書館を発展させなければならない

ため、前向きにものを考える積極性が必要で

す。意見や提案に対して、前向きに取り組む
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必要があります。 

 また、外部の人と協力するため、このよう

な人々とこのように協力したら、このような

ことができるということを考える構想力が必

要です。 

 この構想を実現するには、職場の同僚を説

得する必要があり、そのための説得力が必要

です。これも、相手を論破するのではなく、

上手に説得する必要があります。 

 説得したら、次に、提案が必要です。発案

者が提案するのがよいとは限りませんから、

誰が提案したら、先に進むのかまで考えて、

提案を進めるリーダーシップが必要です。 

図書館の方針が決まったら、次は協力先を

訪問して説明し、交渉する交渉力が必要にな

ります。 

 さらに、つけ加えたいのは、サービスの内

容と成果を必ず報告する計画力とアピール力

です。この点については事務職の方が積極的 

だと言われますが、図書館職員も努力する必

要があります。よいサービスをめざして頑張

った後、疲れて倒れてしまうのではなく、そ

の内容と成果を必ず報告する必要があります。

そのための余力が残るように計算して、最後

の報告まで持続することが必要です。目の前

の仕事に全力投入してはいけないのです。 

このように、様々な能力が必要になります

が、これがないと図書館は運営できないと思

います。これからの図書館を運営するには、

このような職員の能力開発が必要です。 

4.3 経営の改革 

図書館経営については、次の３点を提案し

たいと思います。 

①運営方針の継続性 

人事異動の度に方針が大きく変わっては困

ります。人事異動があっても、運営方針の継

続性を保つよう配慮する必要があります。図

書館改革を継続するには、図書館年報等に経

営方針の変化の過程を記録し、過去の経過を

もとに経営方針を立て、運営計画を作成でき

るようにします。過去の経営方針と運営計画

を記録して管理職に伝えることが重要です。 

②評価基準の確立 

サービスの量と質の両面を合わせて評価で

きる基準を大至急開発する必要があります。

これ以上遅れると、手遅れになります。『これ

からの図書館像』を作った時も、評価の項目

はこれでよいのか心配でした。早く整備する

必要があると思ったのですが、その後、改善

が見られません。貸出冊数が多ければよいの

ではなくて、多様なサービスを評価できる必

要があります。図書館関係の団体や研究者の

取り組みが必要です。 

（質問３の回答を参照してください） 

③必要な知識の明確化 

図書館職員の人数が減少しているため、一 

人一人の能力の向上が必要です。図書館職員

が勉強しなければならないことは沢山ありま

すが、なかなか勉強し切れません。図書館関

係の団体は、図書館職員が最低限知っておく

べきことを示す必要があります。試験や認定

を行うのも結構ですが、その前に最低知って

おくべきことを示すことが必要です。 

図書館の運営に必要な知識を掲載する資料 

を収集・整理し、最低限知っておくべき事項

の一覧表を作成する必要があります。最低限

必要なレベルから始め、いくつかの段階に分

けて作成します。私も、これだけは読んでく

ださいとよく言うのですが、それをもっと膨

らませて、図書館職員に知っておいて欲しい

知識を整理する必要があります。 

（図書館政策推進上のリーダーシップについ

ては、質問４の回答を参照してください） 

  

５．関連する答申・報告 

関連する答申・報告を簡単に解説します。 

①中央教育審議会「新しい時代を切り拓く生

涯学習の振興方策について～知の循環型社

会の構築を目指して～（答申）」(2008) 

公立図書館を含む社会教育・生涯学習行政
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の在り方を論じています。この中で、「知識基

盤社会」の用語が用いられています。知識基

盤社会(knowledge-based society)とは、「新

しい知識・情報・技術が、政治・経済・文化

をはじめ社会のあらゆる領域での活動の基盤

として飛躍的に重要性を増す」社会です。 

②協力者会議「これからの図書館像～地域を

支える情報拠点をめざして～（報告）」

(2006) 

これからの図書館の在り方をサービスと経

営の両面にわたって具体的に提言しています。

サービス面では、地域の課題解決の支援と調

査研究の支援の取り組みを提案しています。

これまでの報告では、ほとんど経営について

論じてきませんでしたが、経営についてもか

なり踏み込んで論じています。図書館活動の

意義の理解促進も提案しています。 

③協力者会議「司書資格取得のために大学に

おいて履修すべき図書館に関する科目の在

り方について(報告)」（2009） 

 司書資格取得のための新しい履修科目等に

ついて提言しています。履修科目は、司書と

なるための入口に過ぎないことを指摘し、司

書の学習が必要な科目を挙げています。司書

は、図書館のことだけ知っていればよいので

はなく、行政学、法学、経済学、経営学など

の勉強が必要です。 

④協力者会議「図書館職員の研修の充実方策

について(報告)」（2008） 

図書館職員の研修の現状と問題点を明らか

にしています。行政職について「短期間で即

戦力とする研修が必要である」ことを指摘し

ています。研修会参加が難しくなっているた

め、インターネットを用いた遠隔研修等によ

る対応を提案していますが、私は出版物等の

整備も必要であると考えています。 

 

附録１ 図書館の設置及び運営上の望ましい

基準（改正部分の指示） 

資料の14ページ以降に、基準の改正部分に

アンダーラインを引いたものを収録していま

す。文科省が公表している改正前・改正後対

照表の改正後の部分を抜き出したものです。 

2001基準と変わっていない項目はどれか、今

回の改正で加わった項目はどれかを知るのに

非常に便利です。 

 

附録２ 図書館の設置及び運営上の望ましい

基準の概要 

基準の要約です。１ページにまとめたかっ

たのですが、２ページにわたってしまいまし

た。１ページにまとめたものがあれば、大変

便利です。１ページにまとめられた方は、ぜ

ひ私にお送りいただければと思います。 

 

参考文献 

糸賀雅児・薬袋秀樹編集『図書館制度・経

営論』の第７章「図書館政策」の章で、戦後

の社会教育・公共図書館関係の答申・報告を

網羅的かつ簡潔に解説しています。戦後60数

年にわたる文科省の図書館行政の歴史を簡潔

に解説しており、図書館行政の歴史が理解で

きます。社会教育関係のテキストでも、この

ような資料は見られません。 

参考文献につくばリポジトリを挙げてあり

ます。機関リポジトリは大変便利なもので、

私も約70件の著作を登録しています。素晴ら

しいのは、退職後も登録してくれることです。 

 パワーポイントデータや音声データも含め

て、ダウンロードできるようにすると、さら

に便利だと思いますので、その方向を目指し

て努力したいと思います。 

  

おわりに 

今回公示された「図書館の設置及び運営上

の望ましい基準」は、一言で言えば、公立図

書館の業務・サービスの改善の手がかりにな

るものだと思いますので、ぜひ活用していた

だければと思います。 

 このほか、「ユネスコ公共図書館宣言」「図
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書館法」『これからの図書館像』の3点を読ん

でいただくと、図書館とはどういうものか、

なぜ図書館というものが設けられているのか

がよく理解できます。 

 「望ましい基準」について、これからも研

究を続けて行きたいと思います。今日、十分

なお話ができなかった点については、機関リ

ポジトリや雑誌に発表するなどの形で補って

いきたいと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

 それでは、これで終わらせていただきます。

長時間にわたり、ご清聴ありがとうございま

した。（拍手） 
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の望ましい基準 活用の手引き』2014,112p.   

５）文部科学省生涯学習政策局社会教育課 

『人・まち・社会を育む情報拠点を目指 

して－図書館実践事例集』文部科学省, 

2014,125p. 

（http://www.mext.go.jp/a_menu/shou  

gai/tosho/jirei/） 

６）糸賀雅児、薬袋秀樹編集『図書館制度・経営

論』樹村房, 2014,216p. （現代図書館情報学

シリーズ、2）p.13-14． 

 

【質疑応答】 

司会 

 薬袋様、ありがとうございました。 

 基準のポイント、それから、行政サイドと

か外部の方へのＰＲのポイントとか、理解を

求めるようなときのポイント、いろいろわか

りやすく詳しくお話しいただきまして、参考

になった点が大変多かったかと思います。 

 それでは、少しお時間をいただいておりま

すので、ご質問等ございましたらお受けした

いと思っております。 

 

〇質問１  

質問者 

 私ども、基本的運営方針の検討をしており

まして、薬袋先生より先日いただいたアドバ

イスをもとに、今、図書館協議会に相当する

組織によって検討しているところなんですけ

れども。 

 先ほどのご説明でもあったんですが、都道

府県図書館と市町村図書館の違いについて、

基準の読み方なんですが、基準の総則では、

まず、市町村図書館の役割を書いて、重要な

のは利用者、住民のニーズに応じたサービス

の提供なんですけど、その次にある都道府県

図書館は、前項のほか、支援、連携に努める

と、こうなっていて、サービスが一番上に書

いてあるんですが、先ほどご説明いただいた

後ろの第二の三、都道府県の図書館のところ

へきますと、域内の図書館への支援が最初に

ありまして、その後、施設整備ですとか市町
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村の要望に応じた資料、そして、最後に市町

村の規定を準用するという、こういう形にな

っておりまして。 

 一体、都道府県の図書館が担う役割は、支

援や連携が１であって、直接なサービスとい

うのは、当然、登録者の方、いらっしゃるも

のですから、その方へのサービスは充実させ

るんですけれども、それも、例えば障害者サ

ービスであれば、市町村から相談があったと

きに、みずから手がけてなければ対応できな

いということもあって、先進的な取り組みを

みずからやる必要があるだろうというような

ことをもあって書いてあるのか。 

 というのは、非常に財政状況が公立図書館、

厳しいものがあって、新しい運営方針をつく

りますときに、全ての項目についてどんどん

充実してくというのは、なかなか書きづらい

面がございまして、そういう意味で、むしろ

後ろのほうに書いてある市町村支援や連携、

例えば貸し出し図書の期間を短くするだとか、

そんなようなことのほうに重点を置いてとい

うことでよろしいのか、あるいは全てのこと

は、先生、先ほどおっしゃったように、それ

ぞれの団体の判断なので、自分で考えなさい

ということなのか、ちょっと教えていただけ

ればと思うんですが。 

 

薬袋 

 この点は、他の県立図書館でも常に問題に

なっています。県立図書館と県内の市町村立

図書館の関係は、地域によってそれぞれ異な

ります。特に、県内に大規模な政令指定都市

があるかどうか、県庁所在市の図書館の整備

状況がどうであるかに左右されます。 

 これまでの経過では、まず、都道府県立図

書館が来館者中心のサービスをしていた時期

がありました。同時に、未設置市町村に対し

て移動図書館の運行を行ってきました。その

後、未設置市町村に対しては、図書館設置の

ための補助金政策を行う県が増え、市町村立

図書館が整備されるにつれて、県内市町村立

図書館を支援する必要が認識され、2001基準

では、市町村支援を重視するようになりまし

た。 その後、地方公共団体の財政悪化に伴い、

県立図書館の評価が厳しくなるにつれて、県

立図書館の直接的な利用を伸ばすことも重要

であると考えられるようになってきました。  

直接サービスと市町村立図書館支援は、ど

ちらかを優先するというものではないと思い

ます。 

2012基準では、「第一 総則」の「二 設置

の基本」の②で、都道府県立図書館が「住民

に対して適切な図書館サービスを行う」こと

を定め、「三 運営の基本」の②③で、都道府

県立図書館が市町村立図書館と同様に直接サ

ービスを行うことと、市町村立図書館を支援

することの両方を挙げています。 

2001基準と比べて、都道府県立図書館に関

する規定が「第一 総則」の「二 設置の基

本」と「三 運営の基本」に移動しています

ので、全部の項目を合わせて見ていただきた

いと思います。また、「三 運営の基本」の③

の「前項に規定する事項」では、前項②の条

文を補って読んでいただくと、分かりやすい

と思います。 

「第二 公立図書館」の「二 都道府県立

図書館」は、確かに、市町村立図書館支援か

ら始まりますが、最後の６に、「第二 公立図

書館」の「一 市町村立図書館」に係る基準

は、都道府県立図書館に準用するという規定

があります。 

内容の点では、準用する基準の方が基本的

であるため、まず、都道府県立図書館の運営・

サービス全般について、「一 市町村立図書

館」に係る規定を準用するものとして読み、

その上で、「二 都道府県立図書館」の規定を

読んでいただくと、わかりやすいと思います。 

なお、都道府県立図書館が、「一 市町村立

図書館」に係る規定を実施する際には、「住民

の需要を広域的かつ総合的に把握して」、それ
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に応える観点から行うことになります。 

したがって、各種のサービスを行うという

点では市町村立図書館と同じですが、その内

容は、広域地方公共団体としての都道府県立

図書館の役割を踏まえたものになります。こ

の点で、各県内の市町村立図書館の整備状況

が問題になり、それを十分考慮した上で、各

都道府県立図書館の役割が決まってくると思

います。これは、都道府県内の市町村立図書

館の整備状況やサービスの水準に応じて、い

くつかのパターンに分けることができると考

えられます。 

都道府県立図書館は、住民サービスの観点

からも、市町村立図書館支援の観点からも、

一通りすべてのサービスを行うことが望まし

いと思います。ただし、サービスの量よりも、

市町村立図書館を支援できる質を持つことが

重要だと考えています。 

 

質問者 

 ありがとうございました。 

 

司会 

 ほかにどなたか、ご質問、ございますでし

ょうか。 

 

〇質問２ 

質問者 

 市立図書館の者です。先生、ありがとうご

ざいました。 

 今の都道府県のことについて、一つ、あま

りよくわからないので教えていただきたい点

が１点あるんですけれども、今日の配付資料

でいけば、１９ページのところに基準のとこ

ろが書かれているわけですが、先ほど先生の

中では、主語を明確にしたというようなお話

もあるわけですけれども、その中で調査研究

という部分について、都道府県立図書館はで

始まっていますので、ここを読むと、いわゆ

る県立図書館は、その図書館の事情だとか運

営だとか、そういうことについて調査研究を

し、そのことを少なくともその域内に対して

情報提供をし、振興に努めましょうと、そう

いう意図かなというふうに読んだんですけれ

ども、正直、ちょっとそういう事例を、日本

の、今の時点でですけれども、振興策という

のはよく聞くんですけれども、調査研究をし、

皆さん、考えてくださいというような情報提

供ないし具体的な調査研究をされている事例

というのはあまり、私、よく知らないんです

けれども、先生で何かご存じでしたら、ちょ

っと紹介していただければと思いました。よ

ろしくお願いします。 

 

薬袋 

 これまでは、都道府県立図書館による図書

館に関する調査研究は、主に新館計画や新し

いサービスの開始のための作業の一環として、

図書館や調査研究のための委員会等によって

行われていたと思いますが、職員個人によっ

て行われた場合もあると思います。 

 調査研究として、かなり深い内容を持つも

のとしては、全国公共図書館協議会が実施し

ている調査プロジェクトがあります。これは、

個別の県ではありませんが、関東４都県立図

書館の職員からなる委員によって実施されて

います。また、調査に際しては、全国の都道

府県立図書館が協力しています。この全公図

の事業は、非常に価値のあるもので、これな

どは調査研究の好例だと思います。 

次に、各都道府県立図書館によって、図書

館構想や新館計画の作成、そのための利用者

調査、都道府県内の図書館活動の分析などが

行われています。これは多くの図書館で行わ

れています。ただし、これまで、都道府県立

図書館による調査研究としては認識されてい

ないと思います。 

 個人による調査研究では、各種の雑誌に発

表されている記事のほかに、職員の研究成果

を掲載するために『紀要』を刊行している都
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道府県立図書館があります。 

これらのすべてを含めますと、かなり沢山

行われているのではないかと思います。 

 

質問者 

 ありがとうございました。 

 

司会 

 ほかに何かございますでしょうか。 

 

〇質問３ 

質問者 

 いただいている資料の１１ページのところ

のこれからの図書館像の中で、4.3 の経営の

改革というところで、運営方針の継続性、評

価基準の確立とか必要な知識の明確化とあり

ますね。大至急必要だと、開発すると書いて

ありますが、これの主体、主語は何でしょう

か。誰が開発をしていただけるのかというと

ころなんですが。 

 

薬袋 

 評価基準を例としてお答えします。日本図

書館協会に図書館評価プロジェクトがあり、

中間報告まで終わっていますので、日本図書

館協会が考えられます。次に、図書館関係の

学会で評価について研究している大学教員が

いますし、大学院生もいます。また、全国公

共図書館協議会でも、数年前に、評価に関す

る調査研究を行っています。文部科学省でも、

委託研究で評価の現状や方法について研究を

行っています。  

個別にはいろいろ行われていますので、問

題は、それを総合するイニシアチブが不足し

ている点にあると思います。 

 したがって、主語は、文部科学省、日本図

書館協会、全国公共図書館協議会、大学教員、

大学院生です。これらの組織や人々は既に取

り組んでいますから、問題は、それをいかに

調整するのか、あるいは、そこで、どの機関

が、誰がリーダーシップを取って、これらの

機関や人々に集まってもらって、進めていく

のかだと思います。 

なお、今日は全公図の研究集会ですので、

大変僭越ですが、お願いとして、敢えて申し

上げたいと思います。現在は、2年単位で大き

なテーマについて調査研究を行っています。

一度取り上げると、かなりの年数の間、取り

上げることができません。しかし、今は緊急

事態ですので、例えば、評価をもう一度取り

上げ、その後の動向を1年間でまとめること、

1年間で当面使用できる評価指針を作ること

なども考えられると思います。 

 

〇質問４  

質問者 

 では、どなたがリーダーシップをとるべき

なのでしょうか。 

 

薬袋 

 それは、図書館政策すべてに共通する問題

です。 私が最近研修会でお話ししているのは、

人に頼るのではなく、自分でやりましょうと

いうことです。それぞれが属されている組織

で、そういうことに取り組みましょうと言っ

ていただくのが一番有効であると思います。 

こうあるべきだということは既に明らかに

なっていると思います。しかし、図書館法の

上では、各自治体で取り組むことになってい

ます。各自治体では力が弱いので、全国公共

図書館協議会などの組織が設けられています。 

 全国公共図書館協議会の調査報告書は、非

常にすばらしい内容です。これがもっと活用

されたらいいと思います。『研修に関する報

告書』などは非常に優れた内容で、「研修実施

マニュアル」まで作られています。 

これが広く知られていないところに問題が

あります。大変よい内容ですので、もっと広

報して、皆さんに活用していただければと思

います。 
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私は、自分のウェブサイトで、公共図書館

に関連する事項のリンク集を作っていました。

全国公共図書館協議会の歴代の調査にもリン

クを貼りました（現在は工事中です）。 

 このように考えてみると、最大の問題は、

公共図書館界で行われている様々な取り組み

の全体像をまとめた情報提供や広報が不十分

で、全体像が分かりにくいこと、したがって、

多くの取り組みが分散的に行われ、その結果、

取り組みの成果が蓄積されないこと、さらに、

何が根本的な課題かが示されないため、「選

択と集中」が行われないことにあると思われ

ます。この点を打開することが必要です。 

 各団体には、それぞれの役割や任務があり、

横の連携が取りにくいのが現状です。そこで、

私は、公立図書館全体を対象に、政策推進の

ための問題提起を行い、関係機関・団体に呼

びかけを行う有志の組織が必要だと考えてい

ます。 

 

司会 

 ありがとうございます。 

 そろそろお時間、迫ってまいりましたが、

最後、お一方、お願いいたします。 

 

〇質問５ 

質問者 

 今、いろいろ当県でも悩んでいるところが

ありまして、大変参考になりました。 

 やっぱり基準しか、いろいろ部局の人とか

と話をするときに、もとになるものがないの

で、逆に言われるのは、市町村立図書館と県

立図書館はちゃんと役割分担してくれなきゃ

困るよということをさんざん言われるんです。

例えばレファレンスや何かで考えれば、何と

なく市町村と県立のやるレファレンスって違

いがありそうだなとかって、大体、わかって、

適当に答えてきてはいるんですけど、適当と

いうか、きちんと考えて答えることができて

いるんですが。 

 一番難しいのが、図書館法の３条の第８号

の部分ですよね。社会教育の成果を云々とい

うところと、それから、この基準で言えば、

おそらくこの（５）の多様な学習機会の提供

というところに入るんだと思うんですが、こ

れは法律にも書いてないし、（５）番の多様な

学習機会の提供というのは、ただただ準用さ

れているだけで、県立と市町村立の違いが全

くわからない。やっぱり理解のない人に当た

ってしまうと、そういった集会なんていうの

は市町村でやっているんだから、研修施設な

んて要らないんじゃないのの一言で、下手す

ると切られたりしてしまう。 

 先生、これからもう一回、読み直して考え

直すというお話でしたので、今、質問しちゃ

いけないのかなとは思ったんですが、もし何

かヒントがあれば、のどから手が出るほど、

７月のヒアリングに欲しいので、教えてもら

えればと思うんですが。 

 

薬袋 

 これについて、私は独自の考え方を持って

います。この条文の趣旨については、一般に

ボランティア活動等が挙げられていると思わ

れます。しかし、私は、図書館を使った学習

の成果は、ボランティア活動や学習会で発表

するレベルにとどまらないのではないかと考

えています。ビジネス支援等の分野で、図書

館を活用して特許を取得しています。年商数

億円の製品を開発しています。もっと基本的

な領域では、皆さんの図書館を使って書かれ

た本が図書館に寄贈されていると思います。 

 私は、図書館を使った学習の成果に関して

は、社会教育三法で同様の規定がありますが、

図書館では、図書館固有の独自の成果をきち

んと考えるべきだと思います。 

 それは、論文を書くことであり、本を書く

ことであり、さらには、特許を取る、製品を

開発する、会社を興す、ＮＰＯを設置するこ

とです。最近の言葉では、「知識の創造」だと
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思います。実際、県立図書館のホームページ

で、会社を作ったこと、ＮＰＯを設置したこ

となどが報告されています。 

したがって、この点では、市町村との相違

の前に、まず、社会教育三法の中で図書館は

異なることを主張すべきだと思います。社会

教育法の改正を担当した文部科学省の担当者

はそのようなことは考えていないと思います

が、図書館としては、図書館サービスの上げ

た成果、あるいは社会的便益として捉えてい

くべきだと思います。そうすると、その発表

の方法も異なってくると思います。 

その上で、都道府県立図書館と市町村立図

書館の相違を考えるべきだと思います。この

ような成果は、資料の奥行きや広がりを持つ

県立図書館ではより大きいと考えられます。 

 ボランティア活動も貴重ですが、図書館を

使って行う学習によって、もっと広く深い、

大きな成果が得られるのではないかと考えて

います。このためには、図書館は、図書館サ

ービスの成果について、もっと積極的に収集

する必要があると思います。 

 学習機会の提供については、このような学

習が行われていること、このような成果が上

がっていることの2点を踏まえて、ご検討いた

だければと思います。 

 

質問者 

 ありがとうございました。 

 

司会 

 ありがとうございました。 

 お時間がなくなってまいりましたので、質

問のほうはこれで打ち切らせていただきます。 

 本日は本当に多様な、いろいろポイントと

かヒントとなるお話もたくさん盛り込まれて

いたかと思います。全公図に対するご提案な

どもいただきまして、今後、検討していきた

いと思っております。 

 薬袋先生、本当にありがとうございました。 

 皆様、もう一度、薬袋先生に拍手のほうを

お願いします。（拍手） 

 以上をもちまして、平成２６年度全国公共

図書館協議会研究集会を終了いたします。 

 本日は、ご来場いただきましてまことにあ

りがとうございました。 

 

―― 了 ―― 

 


